
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
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と、
　車輪速度又は車体速度が予め定められた設定速度よりも大き
とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータの制御を選択し、前記
車輪速度又は車体速度が 予め定められた設定速度以下になっ
とき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータの制御に切り換える制御部
選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項２】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　前記決定された目標制動力と前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動
トルクとの偏差が予め決められた値よりも小さ とき前記制動ト
ルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記偏差が前記
予め決められた値以上になっ とき前記作動力対応ブレーキ制御部
による電動アクチュエータによる制御に切り換える制御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項３】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
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定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動トルクの減少率が予め決めら
れた負の値よりも大き とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部
による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記減少率が前記予め決められた負の値
以下になっ とき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチ
ュエータによる制御に切り換える制御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項４】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動トルクの振動が検出されない
とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、
前記制動トルクの振動が検出され始めたとき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動ア
クチュエータによる制御に切り換える制御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項５】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
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前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動トルクが予め決められた値よ
りも大き とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動ア
クチュエータによる制御を選択し、前記検出された実際の制動トルクが前記予め決められ
た値以下になっ とき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動ア
クチュエータによる制御に切り換える制御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項６】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　車両の前後加速度が予め決められた値よりも大き とき前記制
動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記前後加
速度が前記予め決められた値以下になっ とき前記作動力対応ブレ
ーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換える制御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項７】
　供給電流に応じた作動力を発生する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチ
ュエータにより駆動されて車輪に制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アク
チュエータを制御して車輪に付与される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であっ
て、
　運転者によるブレーキ操作量を検出するブレーキ操作量検出装置と、
　前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出する実制動トルク検出装置と、
　前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出手段と、
　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動トルク決
定手段と、
　前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実制動トルクが
前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制動トルクと前記
検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する制
動トルク対応ブレーキ制御部と、
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　前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標電流を決定して、同決定した目標電流を
前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された実電流が前記決
定された目標電流に等しくなるように、前記決定された目標電流と前記検出された実電流
との差に応じて前記電動アクチュエータに流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部
と、
　車両の前後加速度の振動が検出されないとき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による
電動アクチュエータによる制御を選択し、前記車両の前後加速度の振動が検出され始めた
とき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換える制
御部選択部と
を含む制動トルク制御装置。
【請求項８】
　前記制御部選択部は、前記制動トルク対応ブレーキ制御部による制御から前記作動力対
応ブレーキ制御部による制御への切り換えの際、同切り換えを徐々に行うようにした前記
請求項１ないし７のいずれか１つに記載の制動トルク制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、ブレーキの制動トルクを制御する制動トルク制御装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
特開平１１－４３０４１号公報には、モータの駆動により摩擦係合部材を車輪と共に回転
するブレーキ回転体に押し付けて摩擦係合させることにより、車輪の回転を抑制する電動
ブレーキにおけるモータヘの供給電流を制御することによって車輪に加えられる制動トル
クを制御する制動トルク制御装置が記載されている。この制動トルク制御装置においては
、運転者によるブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクが決定され、その決定された目
標制動トルクと、予め記憶されたモータヘの供給電流と制動トルクとの関係とに基づいて
モータヘの供給電流が決定され、その決定された電流が供給される。この供給電流と制動
トルクとの関係は、電動ブレーキにおける摩擦係合部材とブレーキ回転体との間の摩擦係
数μに応じて複数記憶されており、実際の供給電流と実際の制動トルクとに基づいて摩捺
係数μが推定され、その推定された摩擦係数μに応じて複数の関係のうちの 1つが決定さ
れ、その決定された関係に従って供給電流が決定されるのである。この制動トルク制御装
置によれば、実際の制動トルクをブレーキ操作に応じた大きさに制御することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題，課題解決手段および効果】
　本発明 題は レーキ操作に応じた制動トルクを得るために実際の制動トルクをフ
ィードバックする制動トルク制御装置において、

制動トルク
が検出不能又は精度よく検出できない場合にもブレーキ制御を良好に行えるようにするこ
とである。
【０００４】
　上記課題を解決するために、本発明の構成上の特徴は、供給電流に応じた作動力を発生
する電動アクチュエータを含むとともに、同電動アクチュエータにより駆動されて車輪に
制動トルクを加える電動ブレーキを備え、前記電動アクチュエータを制御して車輪に付与
される制動トルクを制御する制動トルク制御装置であって、運転者によるブレーキ操作量
を検出するブレーキ操作量検出装置と、前記車輪に加えられる実際の制動トルクを検出す
る実制動トルク検出装置と、前記電動アクチュエータに流れる実電流を検出する電流検出
手段と、前記検出されたブレーキ操作量に基づいて目標制動トルクを決定する目標制動ト
ルク決定手段と、前記決定された目標制動トルクに対応した目標電流を決定して、同決定
した目標電流を前記電動アクチュエータに流すように動作するとともに、前記検出された

10

20

30

40

50

(5) JP 3740005 B2 2006.1.25

の課 、ブ
実制動トルクを実質的に検出できない場

合に、実制動トルクを目標制動トルクに近づける制御が行われると、ブレーキの作動力が
過大になるおそれがあることを解決しようとするものである。言い換えれば、



実制動トルクが前記決定した目標制動トルクに等しくなるように、前記決定された目標制
動トルクと前記検出された実制動トルクとの差に応じて前記電動アクチュエータに流す電
流を補正する制動トルク対応ブレーキ制御部と、前記検出されたブレーキ操作量に基づい
て目標電流を決定して、同決定した目標電流を前記電動アクチュエータに流すように動作
するとともに、前記検出された実電流が前記決定された目標電流に等しくなるように、前
記決定された目標電流と前記検出された実電流との差に応じて前記電動アクチュエータに
流す電流を補正する作動力対応ブレーキ制御部と、車輪速度又は車体速度が予め定められ
た設定速度よりも大き とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部
による電動アクチュエータの制御を選択し、前記車輪速度又は車体速度が 予め定めら
れた設定速度以下になっ とき前記作動力対応ブレーキ制御部によ
る電動アクチュエータの制御に切り換える制御部選択部とを含むことにある。
【０００５】
　また、本発明の他の特徴は、前記制御部選択部を次のように変更することも可能である
。すなわち、前記選択部制御部を、前記決定された目標制動力と前記実制動トルク検出装
置によって検出された実際の制動トルクとの偏差が予め決められた値よりも小さ

とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによ
る制御を選択し、前記偏差が前記予め決められた値以上になっ と
き前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換えるよう
に構成してもよい。
【０００６】
　また、前記選択部制御部を、前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動
トルクの減少率が予め決められた負の値よりも大き とき前記制
動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記減少率
が前記予め決められた負の値以下になっ とき前記作動力対応ブレ
ーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換えるように構成してもよい。
【０００７】
　

【０００８】
　また、前記選択部制御部を、前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動
トルクが予め決められた値よりも大き とき前記制動トルク対応
ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記検出された実際の制
動トルクが前記予め決められた値以下になっ とき前記作動力対応
ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換えるように構成してもよい
。
【０００９】
　また、前記選択部制御部を、車両の前後加速度が予め決められた値よりも大き

とき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによ
る制御を選択し、前記前後加速度が前記予め決められた値以下になっ

とき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換え
るように構成してもよい。
【００１０】
　

【００１１】
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また、前記選択部制御部を、前記実制動トルク検出装置によって検出された実際の制動
トルクの振動が検出されないとき前記制動トルク対応ブレーキ制御部による電動アクチュ
エータによる制御を選択し、前記制動トルクの振動が検出され始めたとき前記作動力対応
ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御に切り換えるように構成してもよい
。
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また、前記選択部制御部を、車両の前後加速度の振動が検出されないとき前記制動トル
ク対応ブレーキ制御部による電動アクチュエータによる制御を選択し、前記車両の前後加
速度の振動が検出され始めたとき前記作動力対応ブレーキ制御部による電動アクチュエー
タによる制御に切り換えるように構成してもよい。



　

【００１２】
　

【００１３】
　

【００５１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態である制動トルク制御装置について図面に基づいて詳細に説明す
る。
【００５２】
図 1には、上記制動トルク制御装置を含む電動ブレーキ装置の全体が示されている。この
電動ブレーキ装置は、左右前輪ＦＬ，ＦＲに設けられた電動モータ２０を含む電動ディス
クブレーキ２２と、左右後輪ＲＬ，ＲＲに設けられた電動モータ３０を含む電動ドラムブ
レーキ３２とを含む。本実施形態においては、それら電動モータ２０，３０が共にＤＣモ
ータとされているが、共に超音波モータとしたり、前輪側は超音波モータ、後輪側はＤＣ
モータとしたり、前輪側はＤＣモータ、後輪側は超音波モータとしたりすることができる
。
【００５３】
本電動ブレーキ装置には、サービスブレーキ用のブレーキ操作部材としてのブレーキペダ
ル４０と、パーキングブレーキ用のブレーキ操作部材としてのパーキングペダル４２とが
設けられている。ブレーキペダル４０が操作されれば、４輪の電動ブレーキ２２，３２が
電動モータ２０，３０の駆動力により作動させられる。電動モータ２０，３０はコントロ
ーラ５０により制御される。また、パーキングペダル４２が操作されれば、左右後輪ＲＬ
，ＲＲの電動ドラムブレーキ３２が作動させられる。
【００５４】
ブレーキペダル４０には、ストロークシミュレータ５２が接続されている。こストローク
シミュレータ５２は、（ａ）ブレーキペダル４０と運動する運動部材５４と、（ｂ）その
運動部材５４をガイドするガイド部材５６と、（ｃ）運動部材５４の移動によって伸縮さ
せられて弾性力が増減させられる弾性部材としてのスプリング５８とを含むものであり、
ブレーキペダル４０の操作力に応じて操作ストロークが得られるようにされている。
【００５５】
左右前輪ＦＬ，ＦＲ用の電動ディスクブレーキ２２は、図示しないが、車体側部材である
マウンティングブラケットに回転不能に保持された摩擦係合部材としてのブレーキパッド
を電動モータ２０の作動により車輪と共に回転するディスクロータに摩擦係合させること
によって、車輪の回転を抑制する。
【００５６】
左右後輪ＲＬ，ＲＲ用の電動ドラムブレーキ３２は、図２に示すようにデュオサーボ型の
ものである。電動ドラムブレーキ３２は、ほぼ円板状を成したバッキングプレート２００
と、そのバッキングプレート２００に設けられ、ほぼ円弧状を成した一対のブレーキシュ
ー２０２ａ，２０２ｂと、内周面に摩擦面２０４を備えて車輪と共に回転するドラム２０
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このような選択制御部の選択動作により、実制動トルクを実質的に検出できない場合、
言い換えれば実制動トルクを精度よく検出することができない場合には、制動トルク対応
ブレーキ制御による実制動トルクを目標制動トルクに近づける制御が行われず、作動力対
応ブレーキ制御部によるブレーキ操作量に基づいて決定される目標電流が電動アクチュエ
ータに流れるように制御される。したがって、実制動トルクを実質的に検出できない場合
でも、作動力が過大になることを回避することができ、ブレーキ制御が良好に行れる。

また、本発明の他の特徴は、前記制動トルク制御装置において、制御部選択部が、前記
制動トルク対応ブレーキ制御部による制御から前記作動力対応ブレーキ制御部による制御
への切り換えの際、同切り換えを徐々に行うようにしたことにある。

これによれば、制動トルク対応ブレーキ制御部による制御から作動力対応ブレーキ制御
部による制御に切り換えの際、両制御部の制御による制動トルクに差があっても、車輪に
実際に付与される制動トルクは滑らかに切り換えられるので、運転者は違和感を感じない
。



６と、一対のシュー２０２ａ，２０２ｂの一端部同士を拡開させる電動アクチュエータ２
０７とを含む。バッキングプレート２００は図示しない車体側部材に回転不能に取り付け
られる。
【００５７】
一対のブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂは、それぞれ、互いに対向する一端部において
、バッキングプレート２００に固定されたアンカピン２０８に係合させられることによっ
て、ドラム２０６と共に回転することを防止された状態で回動可能に保持される。また、
他端部同士がストラット２１０によって連結される。ストラット２１０によって一方のシ
ューに作用する力が他方のシューに伝達されるのである。なお、一対のブレーキシュー２
０２ａ，２０２ｂは、シューホールドダウン装置２１２ａ，２１２ｂによってバッキング
プレート２００にそれの面に沿って移動可能とされている。
【００５８】
一対のブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂの他端部同士は、図に示すように、スプリング
２１４により互いに接近する向きに付勢されており、一端部には各シューリターンスプリ
ング２１５ａ，２１５ｂによりアンカピン２０８に向かって付勢されている。また、一端
部には、ストラット２１６、リターンスプリング２１８も設けられている。
【００５９】
各ブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂの外周面には、それぞれ、摩擦係合部材としてのブ
レーキライニング２１９ａ，２１９ｂが保持され、それら一対のブレーキライニング２１
９ａ，２１９ｂがドラム２０６の内周面２０４に摩擦係合させられることにより、ブレー
キライニング２１９ａ，２１９ｂとドラム２０６との間に摩擦力が発生する。本実施形態
においては、ストラット２１０がアジャスト機構を備えたものであり、ブレーキライニン
グ２１９ａ，２１９ｂの摩耗に応じてブレーキライニング２１９ａ，２１９ｂとドラム内
周面２０４との隙間を調整する。
【００６０】
各ブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂは、それぞれリム２２４ａ，２２４ｂとウェブ２２
２ａ，２２２ｂとを含み、ウェブ２２２ａ，２２２ｂに、それぞれ、レバー２３０ａ，２
３０ｂの一端部がピン２３２ａ，２３２ｂを介して回動可能に設けられている。レバー２
３０ａ，２３０ｂとウェブ２２２ａ，２２２ｂとの互いに対向する部分には、それぞれ、
切欠が設けられており、これら切欠に、前記ストラット２１６が、両端がレバー２３０ａ
，２３０ｂ、ウェブ２２２ａ，２２２ｂに係合させられた状態で設けられている。
【００６１】
レバー２３０ａの他端部には、電動モータ３０を含む電動アクチュエータ２０７が連結さ
れ、レバー２３０ｂの他端部には、パーキングブレーキケーブル２４２の一端部が連結さ
れている。サービスブレーキ用のブレーキペダル４０が操作されると、電動モータ３０（
電動アクチュエータ２０７）の駆動によってレバー２３０ａが回動させられ、ストラット
２１６により、一対のブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂが拡開させられる。また、パー
キングペダル４２が操作されると、レバー２３０ｂが回動させられ、ストラット２１６に
より、一対のブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂが拡開させられる。なお、レバー２３０
ｂの他端部とバッキングプレート２００との間には、リターンスプリング２４４がパーキ
ングブレーキケーブル２４２と同軸に配設されている。
【００６２】
電動アクチュエータ２０７は、上記電動モータ３０の他に、減速機，運動変換機構を含む
。電動モータ３０の出力軸の回転が減速機によって減速させられ、その回転運動がボール
ねじ機構によって直線運動に変換されるのであり、そのボールねじ機構の出力部材にレバ
ー２３０ａの他端部が連結されるのである。
【００６３】
パーキングブレーキケーブル２４２の他端部は、図 1に示すように、よく知られているパ
ーキングコントローラ２４６に連結されている。そのパーキングコントローラ２４６は、
パーキングペダル４２の操作力により機械的に作動させられるものであり、一対のブレー
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キシュー２０２ａ，２０２ｂが拡張する向きにレバー２３０ｂが回動するようにブレーキ
ケーブル２４２へ引張力を付与する。
【００６４】
また、本実施形態では、パーキングブレーキは、パーキングペダル２０２ａ，２０２ｂの
操作によってブレーキケーブル２４２を介して機械的に付与されるようにしたが、電動モ
ータによりブレーキケーブル２４２を引っ張るか、又はレバー２３０ｂを直接回動させる
ことにより、電気的に付与されるようにしてもよい。この場合、前記電動モータを操作ス
イッチ、ダイアルなどの操作子の操作により作動させるようにするとよい。
【００６５】
次に、この電動ブレーキ装置のソフトウェア構成を説明する。図１に示すように、コント
ローラ５０は、ＣＰＵ，ＲＯＭおよびＲＡＭを含むコンピュータ３００を主体として構成
されている。このコントローラ５０の入力側には操作力センサ３０２、ブレーキペダルス
イッチ３０４、車速センサ３０６、４個の車輪速センサ３０８、モータ電流センサ３１０
、歪みセンサ３１２，３１４等が接続されている。
【００６６】
操作力センサ３０２は、ブレーキペダル４０に加えられた操作力（又は操作量）を検出す
るものであり、操作力センサ３０２によって検出された操作力に基づいて目標ブレーキ作
動力や目標制動トルクが求められる。ブレーキペダルスイッチ３０４は、ブレーキペダル
４０が操作状態にある場合と非操作状態にある場合とで、異なる状態に切り換えられるも
のである。車速センサ３０６は、変速機の出力軸の回転を検出することにより、車速Ｖを
検出するものであり、車輪速センサ３０８は、４輪ＦＬ，ＦＲ，ＲＬ，ＲＲにそれぞれ設
けられ、各輪の車輪速Ｖｗを検出する。４輪各々の車輪速Ｖｗに基づいて各車輪のスリッ
プ状態が検出される。
【００６７】
モータ電流センサ３１０は、４輪の電動ブレーキ２２，３２の各々の電動モータ２０，３
０のコイルに接続され、電源としてのバッテリ３２０からドライバ３２２を経て電動モー
タ２０，３０に実際に供給された実供給電流値Ｉ（デューティ比を考慮して得られた値）
を検出する。本実施形態においては、この実供給電流値Ｉに基づいて実際のブレーキ作動
力が検出される。また、歪みセンサ３１２は、電動ディスクブレーキ２２の図示しないマ
ウンティングブラケットに取り付けられたものであり、歪みセンサ３１４は、電動ドラム
ブレーキ３２のアンカピン２０８に取り付けられたものである。これら歪みセンサ３１２
，３１４によって検出された歪みに基づいて各電動ブレーキ２２，３２に発生させられた
実際の制動トルクである実制動トルクが検出される。
【００６８】
なお、本明細書においては詳しい説明は省略するが、図１に破線で示すように、電動ブレ
ーキ２２，３２内に位置センサ３１８，３１９を設けるようにしてもよい。位置センサ３
１８は、例えば各電動モータ２０の回転角を測定することにより、ブレーキパッドのディ
スクロータに対する相対的位置を検出するものである。位置センサ３１９は、例えば各電
動モータ３０の回転角を測定することにより、ブレーキシュー２０２ａ，２０２ｂのドラ
ム２０６に対する相対的位置を検出するものである。そして、これらの位置センサ３１８
，３１９は、ブレーキパッドがディスクロータに接触するまで電動モータ２０を高速で回
転させ、及びブレーキライニング２１９ａ，２１９ｂがドラム２０６の内周面２０４に接
触するまで電動モータ３０を高速で回転させて、制動トルクの発生の応答性を向上させた
り、各車輪に対する制動力付与の制御精度の向上に用いられたり、また歪みセンサ３１２
，３１４などの制動力付与制御に用いるセンサの異常時に同センサの代替えとして用いる
。
【００６９】
一方、コントローラ５０の出力側には、上記ドライバ３２２が接続されている。ブレーキ
ペダル４０の操作時には、コントローラ５０からそのドライバ３２２に指令信号が供給さ
れ、その指令信号に応じてドライバ３２２によってバッテリ３２０から電動モータ２０，
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３０に電流が供給される。本実施形態においては、ドライバ３２２にはデューティ比を表
す指令信号が出力され、電動モータ２０，３０にはデューティ比に従つて電流が供給され
ることになる。
【００７０】
コンピュータ３００のＲＯＭには、図６のフローチャートで表されるブレーキ制御部選択
ルーチンおよびアンチロック制御ルーチンを含むいくつかのルーチンやテーブル等が記憶
されている。
【００７１】
以下、本電動ブレーキ装置の作動について説明する。ここでは、左右前輪ＦＬ，ＦＲの電
動ディスクブレーキ２２における作動についての説明は省略し、本発明と関連が深い左右
後輪ＲＬ，ＲＲの電動ドラムブレーキ３２における作動について説明する。
【００７２】
図３において、ブレーキペダル４０が操作されると、コントローラ５０の指令に基づき電
動モータ３０に電流Ｉが供給される。電動モータ３０は、供給された電流Ｉに応じたブレ
ーキ作動力Ｄによってレバー２３０ａを回動させる。ストラット２１６により、一対のシ
ュー２０２ａ，２０２ｂが拡開させられ、摩擦係合部材（ブレーキライニング２１９ａ，
２１９ｂ）がドラム２０６の内周面２０４に押し付けられる。摩擦係合部材はドラム内周
面２０４に摩擦係合させられ、これらの間に摩擦力が発生させられる。車輪の回転が抑制
されるのであり、車輪に制動トルクＴが付与される。
【００７３】
一方のシュー２０２ｂにおいて生じた摩擦力に基づくつれまわり力と、電動アクチュエー
タ２０７によるブレーキ作動力Ｄ（一対のシュー２０２ａ，２０２ｂを拡開させる拡開力
であると考えることができる。）とが他端部からストラット２１０を介して他方のシュー
２０２ａの他端部に伝達される。他方のシュー２０２ａは、このつれまわり力と拡開力と
の和によりドラム内周面２０４に押し付けられ、一方のシュー２０２ｂより大きな摩擦力
が生じる。このように、一方のシュー２０２ｂの出力が他方のシュー２０２ａの入力とな
り、しかも、二重のサーボ効果が得られるため、デュオサーボ型ドラムブレーキにおいて
は、大きな制動トルクを得ることができる。
【００７４】
車輪の回転速度が設定速度より大きい場合であつて、スリップが過大でない場合において
は、制動トルク対応ブレーキ制御が行われる。実際の制動トルクが目標制動トルクに近づ
くように、電動モータ３０が制御される。
【００７５】
図４に示すように、ブロック１（図においてはＢ１と記載する。他のブロックについても
同様とする）において、運転者によるブレーキペダル４０の操作力Ｆに基づいて目標制動
トルクＴ＊が決定される。ブロック２，３において、目標制動トルクＴ＊と供給電流値Ｉ
＊との関係に従つて供給電流値Ｉ＊が求められ、供給電流値Ｉ＊とデューティ比との関係
に従つてデューティ比が求められ、それを表す指令信号がドライバ３２２に出力される。
以下、実制動トルクＴがフィードバックされ、目標制動トルクＴ＊に近づくようにデュー
ティ比が決定される。デューティ比は、目標制動トルクＴ＊と実制動トルクＴとの実際の
差に基づいて決定されるようにしても、差の微分値に基づいて決定されるようにしても、
積分値に基づいて決定されるようにしてもよく、実際の差，微分値，積分値の２つ以上に
基づいて決定されるようにしてもよい。なお、上述の目標制動トルクＴ＊と供給電流値 I
＊との関係（摩擦係数を基本値μ oとした場合）を表すテーブル、供給電流値 I＊とデュー
ティ比との関係を表すテーブル、ブレーキ操作力Ｆと目標制動トルクＴ＊との関係を表す
テーブルは、ＲＯＭに格納されており、各々の値は、各々のテーブルを利用して決定され
るのであるが、各々の値は演算により求められるようにすることもできる。
【００７６】
実制動トルクＴは、アンカピン２０８に加わる荷重に基づいて検出される。歪みセンサ３
１４によってアンカピン２０８の変形量が検出され、その検出された変形量に応じてアン
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カピン２０８に加わる荷重（制動力）が検出され、その制動力に回転半径などのブレーキ
構成に固有の寸法値を乗じることによって、実制動トルクＴが求められる。アンカピン２
０８に加わる荷重と制動トルクとの間には、図９に示す関係が成立する。
【００７７】
デュオサーボ型の電動ドラムブレーキ３２においては、一方のシューにおいて生じた摩擦
力に基づくつれまわり力と、電動アクチュエータ２０７による拡開力とがストラット２１
０を介して他方のシューの他端部に伝達され、他方のシューは、このつれまわり力と拡開
力との和によりドラム２０６に押し付けられることとなる。そして、他方のシューのサー
ボ作用により他方のシューにストラット２１０を介して伝達された力がさらに増大させら
れてアンカピン２０８に作用する。その結果、アンカピン２０８に加わる荷重に基づいて
制動トルクを求めれば、デュオサーボ型電動ドラムブレーキ３２において生じる実制動ト
ルクＴを検出することができるのである。
【００７８】
なお、ストラット２１０に加わる荷重に基づいて制動トルクを検出することもできるが、
この場合には、一方のシューにおいて発生させられた制動トルクに対応する大きさが検出
されることになるので、他方のシューにおいて発生させられる制動トルクを考慮して、電
動ドラムブレーキ３２において発生させられた制動トルクを求める必要がある。
【００７９】
電動ドラムブレーキ３２においては、前述のように、ブレーキライニング２１９ａ，２１
９ｂがブレーキドラム２０６の内周面２０４に摩擦係合させられることにより、制動トル
クが発生させられるのであるが、図７に示すように、制動トルクは、レバー入力（レバー
２３０ａ，２３０ｂのいずれか一方を回動させる力であって、ブレーキ作動力Ｄのことで
ある）が同じである場合には、ブレーキライニング２１９ａ，２１９ｂとドラム内周面２
０４との間の摩擦係数μが大きいほど大きくなる。図８に示すようにブレーキ作動力に対
する制動トルクの比（制動トルクをブレーキ作動力で割つた値）は、一定ではなく、摩擦
係数μによって変化するのである。
【００８０】
この場合において、制動トルク対応ブレーキ制御が行われれば、摩擦係数μのいかんを問
わず、ブレーキ操作（目標制動トルク）に良好に対応する実制動トルクを得ることができ
、有効である。また、ドラムブレーキにおいては、摩擦力が摩擦係合部材とドラム内周面
２０４との接触面圧を増大させるサーボ作用があるため、ディスクブレーキにおける場合
より摩擦係数の影響を受け易い。さらに、ドラムブレーキのうちでもデュオサーボ型ドラ
ムブレーキにおいては、一方のシューの出力が他方のシューの入力となり、二重のサーボ
効果が得られるため、摩擦係数μの制動トルクヘの影響が特に大きくなる。同じブレーキ
操作力に対して得られる制動トルクのばらつきが大きいのであり、そのデュオサーボ型ド
ラムブレーキにおいて制動トルク対応ブレーキ制御が行われれば、特に効果的なのである
。
【００８１】
このように、デュオサーボ型ドラムブレーキにおいて制動トルク対応ブレーキ制御が行わ
れることは望ましいが、本実施形態においては、常に、制動トルク対応ブレーキ制御が行
われるのではなく、車輪の回転速度が設定速度以下である場合、または、スリップが過大
である場合（スリップ状態が設定状態より悪い場合）には、作動力対応ブレーキ制御が行
われる。実ブレーキ作動力Ｄが目標ブレーキ作動力Ｄ＊に近づくように、電動モータ３０
が制御されるのである。
【００８２】
図５に示すように、ブロック１１において、ブレーキ操作力Ｆに基づいて目標ブレーキ作
動力Ｄ＊が決定され、ブロック１２，１３において、目標ブレーキ作動力Ｄ＊と供給電流
値Ｉ＊（すなわち目標電流値Ｉ＊）との関係に基づいて供給電流値Ｉ＊が決定され、供給
電流値Ｉ＊とデューティ比との関係に基づいてデューティ比が決定される。決定されたデ
ューティ比を表す指令信号がドライバ３２２に出力されるのである。以下、デューティ比
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が、実ブレーキ作動力Ｄが目標ブレーキ作動力Ｄ＊に近づくように決定される。なお、上
述の目標ブレーキ作動力Ｄ＊と供給電流値Ｉ＊との関係を表すテーブル、供給電流値Ｉ＊
とデューティ比との関係を表すテーブル、ブレーキ操作力Ｆと目標ブレーキ作動力Ｄ＊と
の関係を表すテーブル等は予めＲＯＭに記憶されている。
【００８３】
車輪の回転速度が設定速度以下である場合には、実際の制動トルクは非常に小さくなる。
ブレーキ回転体の回転速度が小さい場合には、摩擦材がブレーキ回転体に押し付けられて
もこれらの間に生じる摩擦力が小さくなるからである。この場合に、  トルク対応ブレー
キ制御が行われると、実制動トルクＴが目標制動トルクＴ＊に近づくように電動モータ３
０への供給電流が最大になるまで増加させられることになり、望ましくない。
【００８４】
そこで、本実施形態においては、車輪の回転速度が設定速度以下（例えば、車輪速センサ
３０８の検出保証精度を考慮した約５ Km／ｈ以下）である場合に作動力対応ブレーキ制御
が行われるようにされるのであり、電動モータ３０への供給電流が過大になることを回避
することができる。設定速度は、例えば、実制動トルクＴが非常に小さく、精度よく検出
できなくなる大きさに設定することができる。また、設定速度は、車両がほぼ停止状態に
あると推定し得る大きさとすることもできる。なお、前記供給電流が過大になることを防
止するために、車輪の回転速度がほぼ「０」に近くなった時点を検出し、同検出時点から
の経過時間に従って減少する時間関数値を用いて電動モータ３０へ供給する電流値（ドラ
イバ３２２に供給するデューティ比）にガードをかけて、前記関数値以上の電流が電動モ
ータ３０に流れないようにすることもできる。
【００８５】
また、車輪のスリップ状態が設定状態より悪い場合（本実施形態においては、スリップが
設定値以上である場合）、すなわち、ブレーキ作動力Ｄが路面の摩擦係数μ’に対して過
大である場合には、作動力対応ブレーキ制御が行われる。
【００８６】
ブレーキ作動力Ｄが路面の摩擦係数μ′に対して過大でない場合、すなわち、路面の摩擦
力が路面とタイヤとの間の最大静止摩擦係数に対応する力に達する以前においては、ブレ
ーキ作動力Ｄの増加に伴つて路面の摩擦力が増加する。この領域において、制動トルク対
応ブレーキ制御が行われれば、実制動トルクＴを良好に目標制動トルクｔ＊に近づけるこ
とができる。
【００８７】
それに対して、ブレーキ作動力Ｄが路面の摩擦係数μ’に対して過大になると、すなわち
、路面の摩擦力が最大静止摩擦係数に対応する力以上になると、車輪の減速度が急激に大
きくなり、ロック傾向が強くなる。ブレーキ作動力が増加させられても路面の摩擦力は増
加せず、スリップ状態がさらに悪化する。そこで、本実施形態においては、スリップが設
定値より大きい場合には作動力対応ブレーキ制御が行われるようにされているのであり、
それによって、制動安定性の低下を抑制することができる。
【００８８】
また、本実施形態においては、スリップが過大である状態において、アンチロック制御開
始条件が満たされれば、アンチロック制御が行われる。アンチロック制御においては、車
輪のスリップ状態が適正状態に保たれるように供給電流が制御される。その結果、制動ト
ルクが路面の摩擦係数に応じて決まる最大の大きさとなるように制御されることになる。
【００８９】
このように、スリップが過大であり、アンチロック制御開始条件が満たされた場合にはア
ンチロック制御が行われるが、満たされなくても作動力対応ブレーキ制御が行われる。ア
ンチロック制御開始条件が満たされない場合に制動トルク対応ブレーキ制御が行われるこ
とがないのであり、不適切な制御が行われることを回避することができる。
【００９０】
本実施形態においては、図６のフローチャートで表されるプログラムの実行に従つてブレ
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ーキ制御部が制御される。本プログラムは左右後輪ＲＬ，ＲＲの各々１輪ずつ実行される
。
【００９１】
ステップ１（以下、Ｓ１と略称する。他のステップについても同様とする）において、ブ
レーキペダルスイッチ３０４の状態に基づいてブレーキペダル４０が操作中か否かが判定
され、Ｓ２において、車輪のスリップが設定値以上であるか否かが判定され、Ｓ３におい
て、車輪の回転速度が設定速度より大きいか否かが判定される。
【００９２】
ブレーキペダル４０が操作中であり、スリップが過大でなく、回転速度が設定速度より大
きい場合、すなわち、通常の制動状態である場合には、Ｓ３における判定が「ＹＥＳ」と
なり、Ｓ４において、トルク対応ブレーキ制御が行われる。
【００９３】
それに対して、車輪の回転速度が設定速度以下である場合には、Ｓ３における判定が「Ｎ
Ｏ」となり、Ｓ５において作動力対応ブレーキ制御が行われる。
【００９４】
また、車輪のスリップが過大である場合、すなわち、ブレーキ作動力が路面の摩擦係数μ
’に対して過大である場合には、Ｓ２における判定が「ＹＥＳ」となり、Ｓ６において、
アンチロック制御中か否かが判定される。アンチロック制御中である場合には、Ｓ７にお
いて、アンチロック制御プログラムの実行に従つてスリップ制御が行われる。車輪のスリ
ップ状態が路面の摩擦係数μ’に対して適正な状態に保たれるように、供給電流が制御さ
れるのである。アンチロック制御中でない場合には、Ｓ５において作動力対応ブレーキ制
御が行われる。  したがって、車両の走行速度がアンチロック制御禁止設定速度以下であ
ることによって、スリップが過大であっても、アンチロック制御が行われない場合に、不
適切な制動トルク対応ブレーキ制御が行われることを良好に回避することができる。
【００９５】
以上のように、本実施形態によれば、摩擦係合部材２１９ａ，  ２１９ｂとドラム内周面
２０４との間の摩擦係数μを考慮しなくても、実際の制動トルクをブレーキ操作に応じた
大きさに良好に近づけることができる。デュオサーボ型ドラムブレーキにおいては、特に
摩擦係合部材の摩擦係数μの変化の影響が制動トルクに現れやすいが、本実施形態におい
ては、摩擦係数μを考慮しなくても、制動トルクＴを目標制動トルクＴ＊に近づけること
ができるのであり、効果的である。また、制動トルク対応ブレーキ制御が行われれば、左
右輪における制動トルクの差を抑制することも可能である。
【００９６】
本実施形態においては、操作力センサ３０２およびコントローラ５０のうち図４に示すブ
ロック１を実行する部分等により目標制動トルク決定装置が構成され、歪みセンサ３１４
等によって実制動トルク検出装置が構成され、コントローラ５０のうち実制動トルクをフ
ィードバックさせてデューティ比を決定する部分等により制動トルク対応ブレーキ制御部
が構成される。また、操作力センサ３０２およびコントローラ５０のうち図５に示すブロ
ック１１を実行する部分等により目標作動力決定装置が構成され、電流センサ３１０等に
よって実作動力検出装置が構成され、コントローラ５０のうち、実ブレーキ作動力をフィ
ードバックさせるデューティ比を決定する部分等により作動力対応ブレーキ制御部が構成
される。また、図６のフローチャートで表されるブレーキ制御部選択ルーチンを記憶する
部分，実行する部分等により制御部選択部が構成される。
【００９７】
なお、上記実施形態においては、ブレーキ制御選択プログラムのＳ３において、車輪速度
が設定速度より大きいか否かが判定されるようにされていたが、車輪速度が設定速度より
大きく、かっ、車両の走行速度が設定速度より大きいか否かが判定されるようにしてもよ
い。また、上述のＳ２における判定が「ＮＯ」である場合（スリップが過大でない場合）
に、当該車輪以外の車輪の少なくとも１輪についてアンチロック制御が行われているか否
かが判定されるようにして、少なくとも１輪についてアンチロック制御が行われている場
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合には、当該車輪について作動力対応ブレーキ制御が行われるようにすることもできる。
その車輪のみでなく、その車輪を除く少なくとも 1輪においてアンチロック制御が行われ
ている場合には、当該車輪についてもアンチロック制御が行われる可能性が高いため、制
動トルク対応ブレーキ制御が行われないようにすることは妥当なことである。
【００９８】
さらに、スリップが過大であり、かつ、アンチロック制御が行われない場合、すなわち、
スリップが過大であっても、車輪の走行速度がアンチロック制御禁止速度より小さいこと
に起因してアンチロック制御が行われない場合には、左右後輪ＲＬ，ＲＲの電動ドラムブ
レーキ３２の作動が禁止されるようにしてもよい。車両の走行速度がアンチロック制御禁
止速度より小さい場合には、車両を大きな制動トルクで停止させる必要が生じることは殆
どない。また、左右前輪ＦＬ，ＦＲの電動ディスクブレーキ２２において出力される制動
トルクより左右後輪ＲＬ，ＲＲの電動ドラムブレーキ３２において出力される制動トルク
の方が小さい。さらに、スリップが過大であり、車輪の回転速度が小さい場合には、実際
の制動トルクを精度よく検出できない。このような場合には、後輪の電動ドラムブレーキ
３２の作動を禁止した方が、制御精度の低下を抑制し得、望ましいのである。
【００９９】
また、車両の走行速度がアンチロック制御禁止速度より小さくなったことに起因してアン
チロック制御が終了させられた場合には、スリップが過大でなくても、作動力対応ブレー
キ制御が行われるようにすることができる。この場合には、短時間内に車両は停止させら
れる可能性が高く、車輪の回転速度が設定速度以下になる。アンチロック制御終了後に、
制動トルク対応ブレーキ制御、作動力対応ブレーキ制御が順番に行われることになり、ブ
レーキ制御態様が短い時間内に切り換わり、望ましくないからである。
【０１００】
さらに、上記実施形態においては、制動トルク対応ブレーキ制御と作動力対応ブレーキ制
御とが、車輪の回転速度と車輪のスリップ状態との少なくとも一方に基づいて選択される
ようにされていたが、いずれか一方に基づいて選択されるようにすることもできる。また
、上記実施形態においては、本発明が電動ドラムブレーキを制御する制動トルク制御装置
に適用される場合について説明したが、電動ディスクブレーキ２２を制御する制動トルク
制御装置にも同様に適用することができる。さらに、液圧ブレーキにおいて、液圧を電気
的に制御可能な電気制御アクチュエータを制御する制動トルク制御装置にも適用すること
ができる。
【０１０１】
また、電動ドラムブレーキについてはデュオサーボ型のものに限らず、ツーリーディング
型、リーディング・トレーディング型、ユニサーボ型等のドラムブレーキにも同様に適用
することができる。
【０１０２】
さらに、アンチロック制御においては、制動トルクが最大の大きさになるように、供給電
流を制御することもできる。また、アンチロック制御可能なブレーキ装置でなくても本発
明を適用することができる。アンチロック制御不能であつても、スリップが過大である場
合に作動力対応ブレーキ制御が行われるため、制動安定性の低下を抑制することができる
。
【０１０３】
その他、４輪すべてにドラムブレーキが設けられた車両であつても、４輪すべてにディス
クブレーキが設けられた車両であつても適用することができる等、本発明は、〔発明が解
決しようとする課題，課題解決手段および効果〕の欄に記載した態様の他、当業者の知識
に基づいて種々の変形，改良を施した形態で本発明を実施することができる。
【０１０４】
次に、上述した制動トルク対応ブレーキ制御と作動力対応ブレーキ制御の選択切り換えに
利用される種々の切り換え条件及び切り換え態様についてあらためて詳しく説明する。
【０１０５】
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実制動トルクを精度よく検出することができない状況下において、実制動トルクを目標制
動トルクに近づける制御が行われると、ブレーキの作動力が過大になるおそれがあるため
に、前記状況下では、制動トルク対応ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御に切り換
えることを説明した。以降においては、実制動トルクを精度よく検出することができない
状況、特に車両の停止に関係して実制動トルクを実質的に検出できない状況を検出する種
々の方法について説明する。
【０１０６】
この場合、コンピュータ３００のＲＯＭには図１０のフローチャートに示すブレーキ制御
部選択ルーチンが記憶されており、同コンピュータ３００のＣＰＵが同ルーチンを実行す
る。なお、このブレーキ制御部選択ルーチンは各輪毎にそれぞれ実行されるものである。
Ｓ１においては、上記実施形態の場合と同様に、ブレーキペダルスイッチ３０４の状態に
基づいてブレーキペダル４０が操作中か否かが判定される。ブレーキペダル４０が操作中
でなければ、Ｓ１において「ＮＯ」と判定して、Ｓ１２において電動モータ２０又は３０
への電流供給を停止して、電動ブレーキ２２又は３２による車輪への制動力付与を解除す
る。
【０１０７】
ブレーキペダル４０が操作中であってＳ１において「ＹＥＳ」と判定されると、Ｓ１１に
おいて車両が停止中（車輪速がほぼ「０」）であるか否かが判定される。このＳ１１の処
理が、実制動トルクを精度よく検出することができない状況（すなわち実制動力を実質的
に検出されない状況）を判定するものである。この停止判定は、車体速度、車輪速度、制
動トルク、又はこれらの微分値などの車両の減速状態を表す減速状態量に基づいて判定さ
れるものであるが、詳しくは下記（１）～（６）で説明する。
【０１０８】
Ｓ１１において「ＮＯ」すなわち車両が停止していない、すなわち走行中であると判定さ
れると、Ｓ４において制動トルク対応ブレーキ制御が行われる。この制動トルク対応ブレ
ーキ制御は、上記実施形態の場合と同様に図４の制御ブロック図に従って実行されるもの
で、歪みセンサ３１２又は３１４によって検出された実制動トルクＴを用いたフィードバ
ック制御により、車輪に付与される実制動トルクＴがブレーキペダル４０の操作量に応じ
て決定される目標制動トルクＴ＊に等しくなるように制御される。
【０１０９】
一方、Ｓ１１において「ＹＥＳ」すなわち車両が停止中であると判定されると、Ｓ５にお
いて作動力対応ブレーキ制御が行われる。この作動力対応ブレーキ制御は、上記実施形態
の場合と同様に図５の制御ブロック図に従って実行されるもので、モータ電流センサ３１
０によって検出された電動モータ２０又は３０の実電流値Ｉを用いたフィードバック制御
により、電動ブレーキ２２又は３２の作動力がブレーキペダル４０の操作量に応じて決定
される目標作動力Ｄ＊が等しくなるように制御される。なお、この場合、作動力は電流に
対応するもので、言い換えれば、電動モータ２０又は３０に流れる実電流値Ｉがブレーキ
ペダル４０の操作量に応じて決定される目標作動力に対応した供給電流値Ｉ＊（目標電流
値Ｉ＊）に等しくなるように制御される。したがって、図５に破線で示すように、作動力
Ｄに代えて実電流値Ｉが目標電流値Ｉ＊に等しくなるように制御するように書き換えても
実質的に同じである。
【０１１０】
また、上記実施形態及びこの変形例においては、モータ電流センサ３１０によって検出さ
れた電動モータ２０又は３０の実電流値Ｉ（実作動力）を用いたフィードバック制御によ
り、作動力対応ブレーキ制御を実現するようにした。しかし、この電流フィードバック制
御によらなくても、電動モータ２０又は３０に流れる電流を供給電流値Ｉ＊（目標電流値
Ｉ＊）に制御できる場合には、フィードフォワード制御のみにより、電動モータ２０又は
３０に流れる電流すなわち電動ブレーキ２２又は３２の作動力を制御するようにしてもよ
い。この場合、図５の電流フィードバックループを省略して、ブロック１３にて供給電流
値Ｉ＊（目標電流値Ｉ＊）との関係において決定されたデューティ比を表す指令信号をド
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ライバ３２２に供給して、ドライバ３２２が前記デューティ比を表す信号により電動モー
タ２０又は３０に供給電流値Ｉ＊（目標電流値Ｉ＊）が流れるように制御すればよい。
【０１１１】
したがって、車両の停止中のような実制動トルクを実質的に検出できない場合、作動力対
応ブレーキ制御が実行されて、不適切な制動トルク対応ブレーキ制御が行われることを良
好に回避することができ、ブレーキの作動力が過大になることを回避することもできる。
【０１１２】
以下、前記Ｓ１１の停止判定の具体例（１）～（６）を順次説明する。
（１）車輪速センサ３０８から車輪速Ｖｗを入力して、同車輪速Ｖｗが予め決められた所
定の車輪速Ｖ wo以下（Ｖｗ≦Ｖ wo）である場合に停止と判定する。すなわち、検出車輪速
Ｖｗが所定車輪速Ｖ woよりも大きければ、Ｓ１１にて「ＮＯ」（走行中）と判定して、Ｓ
４にて制動トルク対応ブレーキ制御が実行される。また、検出車輪速Ｖｗが所定車輪速Ｖ
wo以下であれば、Ｓ１１にて「ＹＥＳ」（停止中）と判定して、Ｓ４にて作動力対応ブレ
ーキ制御が実行される。なお、前記所定車輪速Ｖ woは、例えば、車輪がほぼ停止状態にあ
るとみなし得る極めて小さな値に設定されるとよい。
【０１１３】
なお、前記車輪速Ｖｗに代えて、車速センサ３０６によって変速機の出力軸の回転数から
検出された車速を用いるようにしてもよい。また、ＡＢＳ（アンチロックブレーキシステ
ム）を搭載した車両においては、同ＡＢＳによって推定した車速を前記車輪速Ｖｗに代え
て用いるようにしてもよい。
【０１１４】
（２）歪みセンサ３１２又は３１４（実制動トルク検出装置）によって検出された実制動
トルクＴを入力して、目標制動トルクＴ＊と前記入力した実制動トルクＴの偏差Ｅ（＝Ｔ
＊－Ｔ）が予め決められた所定値Ｅ o以上（Ｅ≧Ｅ o）である場合に停止と判定する。目標
制動トルクＴ＊は、前述したＳ４の処理の場合と同様に、操作力センサ３０２によって検
出されたブレーキペダル４０の操作力（又は操作量）に基づいて計算される。すなわち、
偏差Ｅが所定値Ｅ o未満であれば、Ｓ１１にて「ＮＯ」（走行中）と判定して、Ｓ４にて
制動トルク対応ブレーキ制御が実行される。また、偏差Ｅが所定値Ｅ o以上であれば、Ｓ
１１にて「ＹＥＳ」（停止中）と判定して、Ｓ５にて作動力対応ブレーキ制御が実行され
る。
【０１１５】
図１１は、車両走行中にブレーキペダル４０が踏み込み操作された場合における目標制動
トルクＴ＊及び実制動トルクＴの時間変化を示している。これによれば、前記ブレーキペ
ダル４０の踏み込み操作により車両が停止する寸前すなわち車輪速Ｖｗが「０」になる寸
前においては、歪みセンサ３１２又は３１４によって検出される実制動トルクＴは急激に
減少するのに対して、前記決定された目標制動力Ｔ＊は大きな値に保たれる。したがって
、これらの両制動力Ｔ＊，Ｔの偏差Ｅによっても、車輪速Ｖｗがほぼ「０」になったこと
が検出される。
【０１１６】
なお、前記条件（Ｅ≧Ｅ o）に加えて、同条件が予め決めた時間以上成立し続けているこ
とを条件に加えれば、前記停止判定がより確実に検出される。この場合、偏差Ｅが所定値
Ｅ o以上になった時点から時間計測を開始して、同時間計測を偏差Ｅが所定値Ｅ o以上であ
る間継続し、この計測時間ＴＭが予め定めた所定時間ＴＭ o以上になったとき、前記停止
判定を行うようにすればよい。
【０１１７】
また、前記条件（Ｅ≧Ｅ o）に代え又は加えて、検出実制動トルクＴの減少率Ｓが予め決
めた負の所定値－Ｓ o以下になったことにより、停止判定するようにしてもよい。この場
合、前記検出実制動トルクＴを時間微分することにより微分値Ｓ（＝ dＴ／ dt）を計算し
て、同計算値Ｓと所定値－Ｓ oとを比較するようにすればよい。なお、前述した比較判定
に用いる実制動トルクＴにおいても、微分値Ｓにおいても、ローパスフィルタ処理するこ
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とにより微小な変動を除去するようにするとよい。
【０１１８】
（３）車両がブレーキペダル４０の踏み込み操作によって停止されると、前記検出実制動
トルクＴは、図１１に示すように、揺り返しによって基準値である「０」を中心に振動し
始める。この減少を利用して、前記振動を検出したとき、前記停止判定を行うようにして
もよい。この場合、前記検出実制動トルクＴが基準値を越えて正から負に又は負から正に
変化したことを、振動の判定条件とするとよい。また、この検出実制動トルクＴが前記基
準値を横切った回数を計測し、同計測した回数が所定回数以上になったことを、前記停止
判定条件とすることにより、検出の確実性が増す。
【０１１９】
（４）車両がブレーキペダル４０の踏み込み操作によって停止されると、図１１に示すと
ともに前述したように検出実制動トルクＴは急激に減少する。したがって、前記検出実制
動トルクＴが予め決められた所定値Ｔ o以下になったとき、前記停止判定を行うようにし
てもよい。なお、前記所定値Ｔ oは「０」に近い小さな値である。
【０１２０】
また前記停止判定条件（Ｔ≦所定値Ｔ o）に加えて、前記決定された目標制動トルクＴ＊
と前記検出実制動トルクＴとの偏差Ｅ（＝Ｔ＊－Ｔ）が所定値Ｅ o値以上になったことを
条件に加えることにより、前記停止判定の検出精度が増す。
【０１２１】
（５）図１に破線で示すように、コントローラ５０に車体の前後加速度Ｇを検出する前後
加速度センサ３１６を接続して、同センサ３１６によって検出された前後加速度Ｇに基づ
いて前記停止判定を行うようにしてもよい。この検出前後加速度Ｇも、車両がブレーキペ
ダル４０の踏み込み操作によって停止されるときには図１１の実制動トルクＴと同様に変
化する。
【０１２２】
したがって、前後加速度センサ３１６によって検出された前後加速度Ｇが予め決めた所定
値Ｇ o以下になったとき、停止判定するようにしてもよい。なお、この場合も、前記所定
値Ｇ oとしては、「０」に近い極めて小さな値が採用される。また、前記実制動トルクＴ
の場合と同様に、前後加速度Ｇの減少率ＧＳ（ dＧＳ／ dt）が予め決めた負の所定値－Ｇ
Ｓ o以下になったとき、停止判定するようにしてもよい。
【０１２３】
さらに、前記検出前後加速度Ｇも、車両停止時の揺り返しにより振動するので、前記検出
実制動トルクＴの場合と同様に、前後加速度Ｇの振動の検出により停止判定するようにし
てもよい。そして、この場合も、検出前後加速度Ｇの振動回数も条件に付加するようにし
てもよい。また、これらの検出前後加速度Ｇに基づく停止判定において、前記（１）の車
輪速などによる停止判定条件も加えると、より停止判定の精度が向上する。
【０１２４】
（６）また、前記（１）項ないし（５）項の各条件を適宜組み合わせて、停止判定を行う
ようにすることもできる。
【０１２５】
次に、前記図１０のブレーキ制御部選択ルーチンを図１２に示すフローチャートのように
さらに変形したブレーキ制御部選択ルーチンの実行により、各車輪に制動トルクを付与す
るようにした制動トルク制御装置の動作について説明する。このブレーキ制御部選択ルー
チンは前記停止判定の際に制動トルク対応ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御に徐
々に切換えるようにしたもので、この場合も、同ルーチンはコンピュータ３００のＲＯＭ
に記憶されていて、ＣＰＵによって実行される。
【０１２６】
このブレーキ制御部選択ルーチンは、前記図１０のブレーキ制御部選択ルーチンに対して
、Ｓ１３及びＳ１４の処理を加えたものである。すなわち、Ｓ１１にて車輪（又は車両）
の停止が判定された場合、Ｓ１３にて切換え制御を行うか否かを判定し、この判定に応じ
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てＳ１４にて切換え制御を行うか、Ｓ５にて前記と同様な作動力対応ブレーキ制御を行う
。Ｓ１４の切換え制御とは、制動トルク対応ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御に
徐々に切換えていくものである。
【０１２７】
この切換え制御についてさらに詳しく説明すると、Ｓ１１において今まで車両が走行中で
あると判定されていて、今回新たに車両の停止判定がなされると、Ｓ１３において切換え
制御を行うべきであると判定される。そして、Ｓ１４の切換え制御が完了するまで、Ｓ１
１の判定によりプログラムをＳ１４に進めて切換え制御を実行し続ける。Ｓ１４において
は、制動トルク対応ブレーキ制御による電動モータ２０又は３０の制御ゲインを図１３の
実線で示すように所定の短時間毎に「１」から「０」まで徐々に減少させ、一方、作動力
対応ブレーキ制御による電動モータ２０又は３０の制御ゲインを図１３の破線で示すよう
に所定の短時間毎に「０」から「１」まで徐々に増加させ、この切換え制御中には前記両
ブレーキ制御によって電動モータ２０又は３０を制御する。その後には、Ｓ１３にて切換
え制御完了と判定され、電動モータ２０又は３０は、叙述したＳ５の作動力対応ブレーキ
制御によって制御されるようになる。
【０１２８】
この具体的な制御内容について、図１４の制御ブロック図を用いて説明する。検出制動ト
ルクＴのフィードバック経路にはゲインコントローラ（ブロック２１）が設けられるとと
もに、検出電流Ｉ（検出作動力）のフィードバック経路にはゲインコントローラ（ブロッ
ク２２）が設けられている。そして、これらの両方のフィードバック制御信号が加算され
るとともに、同加算結果がデューティを表す信号（ブロック３の出力信号）に加算されて
、電動モータ２０又は３０が駆動制御されるようになっている。
【０１２９】
なお、この図１４のブロック図においては、作動力対応ブレーキ制御（実電流Ｉのフィー
ドバック制御）の場合も、図５のブロック１１，１２，１３によって供給電流値（目標電
流値）Ｉ＊を計算するのに代えて、図４のブロック１，２，３によって供給電流値（目標
電流値）Ｉ＊を計算、すなわち目標制動トルクＴ＊に応じて供給電流値（目標電流値）Ｉ
＊を計算するようにしている。これは、ブレーキライニング２１９ａ，２１９ｂとドラム
内周面２０４との間の摩擦係数μを固定すれば（図４のブロック２でも摩擦係数を基本値
μ oとしている）、制動トルクと作動力とは１対１の関係にあるので、目標制動トルクＴ
＊に応じて作動力対応ブレーキ制御のための供給電流値（目標電流値）Ｉ＊を決定するよ
うにしても問題ないからである。
【０１３０】
そして、ブロック２１のゲインコントローラは、前記停止判定に応答して、検出制動トル
クＴのフィードバック経路のゲインを「１」から「０」に向かって徐々に変化させ、その
後「０」に保つ。一方、ブロック２２のゲインコントローラは、前記停止判定に応答して
、検出電流Ｉのフィードバック経路のゲインを「０」から「１」に向かって徐々に変化さ
せ、その後「１」に保つ。その結果、電動モータ２０又は３０の制御は、制動トルク対応
ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御に徐々に切換えられていくので、制動トルク対
応ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御への急激な切換えによる運転者の違和感がな
くなる。
【０１３１】
なお、前記切換え制御において、両ゲインを時間経過に従ってそれぞれ変化させるように
したが、同両ゲインを目標制動トルクＴ＊と検出実制動トルクＴとの偏差Ｅ（＝Ｔ＊－Ｔ
）に応じてそれぞれ変化させるようにしてもよい。すなわち、前記停止判定後、偏差Ｅの
増加に従って、ブロック２１のゲインコントローラによる検出制動トルクＴのフィードバ
ック経路のゲインを「１」から「０」に向かって徐々に変化させ、同偏差Ｅが充分に大き
な所定値以上になった時点以降「０」に保つようにする。これと同時に、ブロック２２の
ゲインコントローラによる検出電流Ｉのフィードバック経路のゲインを、偏差Ｅの増加に
従って「０」から「１」に向かって徐々に変化させ、同偏差Ｅが充分に大きな所定値以上
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になった時点以降「１」に保つようにする。これによれば、目標制動トルクＴ＊と検出実
制動トルクＴとの偏差Ｅに応じて、前記両ゲインの切換えが徐々に行われるように制御さ
れるので、制動トルク対応ブレーキ制御から作動力対応ブレーキ制御への切換えによる運
転者の違和感がなくなる。
【０１３２】
ただし、この場合には、目標制動トルクＴ＊と検出実制動トルクＴとの偏差Ｅが大きくな
った後に前記切換え制御を開始したのでは、切換え制御開始時のゲインの変化が大きくな
り過ぎることがある。したがって、この場合における上述した図１２のＳ１１の停止判定
条件としては，上記停止判定条件（１）～（６）のうちで、早めに停止判定がなされるも
のが適する。
【０１３３】
なお、前記図１４のブロック図による電動モータ２０又は３０の駆動制御においては、モ
ータ電流センサ３１０によって検出された電動モータ２０又は３０の実電流値Ｉを用いた
フィードバック制御により作動力対応ブレーキ制御を実現するようにした。しかし、この
場合も、前述のように、この電流フィードバック制御によらなくても、電動モータ２０又
は３０に流れる電流を供給電流値Ｉ＊（目標電流値Ｉ＊）に制御できる場合には、フィー
ドフォワード制御のみにより、電動モータ２０又は３０に流れる電流すなわち電動ブレー
キ２２又は３２の作動力を制御するようにしてもよい。すなわち、図１４のブロック２２
のゲインコントローラを含む電流フィードバックループを省略して、ブロック３にて供給
電流値Ｉ＊（目標電流値Ｉ＊）との関係において決定されたデューティ比を表す信号をド
ライバ３２２に供給して、ドライバ３２２が前記デューティ比を表す信号により電動モー
タ２０又は３０に供給電流値Ｉ＊（目標電流値Ｉ＊）に流れるようにすればよい。
【０１３４】
また、図１２のブレーキ制御選択ルーチンは図１０のブレーキ制御選択ルーチンを変形し
たものとして説明したが、同図１２のブレーキ制御選択ルーチンによる制動トルク対応ブ
レーキ制御を作動力対応ブレーキ制御に徐々に切換える切換え制御は、図６によるブレー
キ制御部選択ルーチンにも適用されるものである。この場合、図６のＳ４の制動トルク対
応ブレーキ制御又はＳ７のスリップ制御からＳ４の作動力対応ブレーキ制御に切換えられ
る際、図１２のＳ１４の切換え制御が実行されるようにすればよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態である制動トルク制御装置を含む電動ブレーキ装置の全体構
成を示す系統図である。
【図２】　上記電動ブレーキ装置に含まれる電動ドラムブレーキを示す断面図である。
【図３】　上記電動ドラムブレーキによって車輪に制動トルクが加えられる状態を模式的
に示す図である。
【図４】　上記制動トルク制御装置による制御を表すブロック図である。
【図５】　上記制動トルク制御装置による別の制御を表すブロック図である。
【図６】　上記制動トルク制御装置のＲＯＭに記憶されているブレーキ制御部選択ルーチ
ンを表すフローチャートである。
【図７】　電動ドラムブレーキにおける制動トルクとレバー入力との関係を示す図である
。
【図８】　電動ドラムブレーキにおける摩擦係合材の摩擦係数μと制動トルクに対するレ
バー入力の比率との関係を示す図である。
【図９】　電動ドラムブレーキにおけるアンカピンに加わる荷重と制動トルクとの関係を
示す図である。
【図１０】　前記図６を変形したブレーキ制御部選択ルーチンの変形例を表すフローチャ
ートである。
【図１１】　車両停止時における目標制動トルクと実制動トルクの変化を示すグラフであ
る。
【図１２】　前記図６をさらに変形したブレーキ制御部選択ルーチンの変形例をを表すフ
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ローチャートである。
【図１３】　前記図１２のブレーキ制御部選択ルーチンの実行による制動トルク対応ブレ
ーキ制御と作動力対応ブレーキ制御の制御ゲインの変化を表すグラフである。
【図１４】　前記図１２のブレーキ制御部選択ルーチンの実行による制動トルク対応ブレ
ーキ制御と作動力対応ブレーキ制御を表すブロック図である。
【符号の説明】
２０，３０…電動モータ、２２…電動ディスクブレーキ、３２…電動ドラムブレーキ、４
０…ブレーキペダル、４２…パーキングペダル、５０…コントローラ、２００…バッキン
グプレート、２０２ａ，２０２ｂ…シュー、２０６…ブレーキドラム、２０７…電動アク
チュエータ、２０８…アンカピン、３０２…操作力センサ、３０４…ブレーキペダルスイ
ッチ、３０６…車速センサ、３０８…車輪速センサ、３１０…モータ電流センサ、３１２
，３１４…歪みセンサ、３１６…前後加速度センサ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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